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(57)【要約】
【課題】負担を与えることなく人の健康状態を判定する
。
【解決手段】熱画像取得部１３がサーモパイルセンサＳ
Ｐから熱画像を取得するとともに、位置取得部１６が部
屋ＲＭに滞在している居室者の在室位置を取得し、体温
検出部１７が在室位置に基づいて熱画像から居室者の体
温を検出し、体調異常判定部１８が体温に基づいて居室
者の体調異常の有無を判定する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視対象となる領域内の温度分布を表す熱画像を取得するように構成された複数の赤外
線センサと、
　前記複数の赤外線センサで取得した前記領域の熱画像から前記領域内に滞在している者
の体温を検出し、得られた体温に基づいて前記者の健康状態を管理する健康管理装置とを
備え、
　前記健康管理装置は、
　前記複数の赤外線センサから前記熱画像を取得する熱画像取得部と、
　前記領域内に滞在している者の位置を取得する位置取得部と、
　前記位置に基づいて前記熱画像から前記者の体温を検出する体温検出部と、
　前記体温に基づいて前記者の体調異常の有無を判定する体調異常判定部とを備える
　ことを特徴とする健康管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の健康管理システムにおいて、
　前記領域内で前記者が常在する常在位置が予め登録されている常在位置ＤＢをさらに備
え、
　前記位置取得部は、前記常在位置ＤＢに登録されている前記者の常在位置を前記位置と
して取得する
　ことを特徴とする健康管理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の健康管理システムにおいて、
　前記位置取得部は、前記領域に関する入退室を管理する入退室管理システムから取得し
た入退室情報と前記熱画像とに基づいて、前記領域内を移動する前記者の位置を追跡する
ことを特徴とする健康管理システム。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の健康管理システムにおいて、
　前記体調異常判定部は、前記者の体調異常の有無を判定する際、検出した前記者の体温
と予め設定されているその者の正常体温範囲とを比較し、前記体温が前記正常体温範囲外
である場合には、前記者の体調異常ありと判定することを特徴とする健康管理システム。
【請求項５】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の健康管理システムにおいて、
　前記体調異常判定部は、前記体調異常の有無を判定する際、検出した前記者の体温と予
め設定されているその者の正常体温範囲とを比較し、前記体温が前記正常体温範囲外であ
ることが規定回数以上連続した場合には、前記者の体調異常ありと判定することを特徴と
する健康管理システム。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の健康管理システムにおいて、
　過去に検出した前記者の履歴体温を記憶する体温ＤＢをさらに備え、
　前記体調異常判定部は、前記体温ＤＢから取得した前記者の履歴体温を統計処理するこ
とにより前記者に関する前記正常体温範囲を算出することを特徴とする健康管理システム
。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の健康管理システムで用いられる健康管理装置。
【請求項８】
　監視対象となる領域内の温度分布を表す熱画像を取得するように構成された複数の赤外
線センサで検出した前記領域の熱画像に基づいて、前記領域内に滞在している者の健康状
態を管理する健康管理システムで用いられる健康管理方法であって、
　前記複数の赤外線センサから前記熱画像を取得する熱画像取得ステップと、
　前記領域内に滞在している者の位置を取得する位置取得ステップと、
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　前記位置に基づいて前記熱画像から前記者の体温を検出する体温検出ステップと、
　前記体温に基づいて前記者の体調異常の有無を判定する体調異常判定ステップと
　を備えることを特徴とする健康管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定した体温に基づいて人の健康状態を管理するための健康管理技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人の健康状態を測定する技術として、ゲートに設けられた赤外線センサにより、
ゲートを通り抜ける人の額から発する赤外線分布を検出し、得られた検出結果から人の体
温を測定する技術が提案されている。これにより、効率よく体温を測定でき、多くの人の
健康を管理することができる（例えば、特許文献１など参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０１７９２号公報
【特許文献２】特開２０１６－０７０７５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来技術では、体温を測定するためにはゲートを通り抜ける
必要がある。このため、ゲートに人が集中して混雑が発生した場合には体温計測に時間が
かかり、人に対して多くの負担が生じるという問題点があった。
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、負担を与えることなく人の健康
状態を判定できる健康管理技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような目的を達成するために、本発明にかかる健康管理システムは、監視対象とな
る領域内の温度分布を表す熱画像を取得するように構成された複数の赤外線センサと、前
記複数の赤外線センサで取得した前記領域の熱画像から前記領域内に滞在している者の体
温を検出し、得られた体温に基づいて前記者の健康状態を管理する健康管理装置とを備え
、前記健康管理装置は、前記複数の赤外線センサから前記熱画像を取得する熱画像取得部
と、前記領域内に滞在している者の位置を取得する位置取得部と、前記位置に基づいて前
記熱画像から前記者の体温を検出する体温検出部と、前記体温に基づいて前記者の体調異
常の有無を判定する体調異常判定部とを備えている。
【０００６】
　また、本発明にかかる上記健康管理システムの一構成例は、前記部屋内で前記居室者が
常在する常在位置が予め登録されている常在位置ＤＢをさらに備え、前記位置取得部は、
前記常在位置ＤＢに登録されている前記居室者の常在位置を前記在室位置として取得する
ようにしたものである。
【０００７】
　また、本発明にかかる上記健康管理システムの一構成例は、前記位置取得部が、前記領
域に関する入退室を管理する入退室管理システムから取得した入退室情報と前記熱画像と
に基づいて、前記領域内を移動する前記者の位置を追跡するようにしたものである。
【０００８】
　また、本発明にかかる上記健康管理システムの一構成例は、前記体調異常判定部が、前
記者の体調異常の有無を判定する際、検出した前記者の体温と予め設定されているその者
の正常体温範囲とを比較し、前記体温が前記正常体温範囲外である場合には、前記者の体
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調異常ありと判定するようにしたものである。
【０００９】
　また、本発明にかかる上記健康管理システムの一構成例は、前記体調異常判定部が、前
記体調異常の有無を判定する際、検出した前記者の体温と予め設定されているその者の正
常体温範囲とを比較し、前記体温が前記正常体温範囲外であることが規定回数以上連続し
た場合には、前記者の体調異常ありと判定するようにしたものである。
【００１０】
　また、本発明にかかる上記健康管理システムの一構成例は、過去に検出した前記者の履
歴体温を記憶する体温ＤＢをさらに備え、前記体調異常判定部は、前記体温ＤＢから取得
した前記者の履歴体温を統計処理することにより前記者に関する前記正常体温範囲を算出
するようにしたものである。
【００１１】
　また、本発明にかかる健康管理装置は、前述した健康管理システムのいずれかで用いら
れる健康管理装置である。
【００１２】
　また、本発明にかかる健康管理方法は、監視対象となる領域内の温度分布を表す熱画像
を取得するように構成された複数の赤外線センサで検出した前記領域の熱画像に基づいて
、前記領域内に滞在している者の健康状態を管理する健康管理システムで用いられる健康
管理方法であって、前記複数の赤外線センサから前記熱画像を取得する熱画像取得ステッ
プと、前記領域内に滞在している者の位置を取得する位置取得ステップと、前記位置に基
づいて前記熱画像から前記者の体温を検出する体温検出ステップと、前記体温に基づいて
前記者の体調異常の有無を判定する体調異常判定ステップとを備えている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、体温を測定するために居室者がゲートを通り抜ける必要がなくなるた
め、ゲートに人が集中して混雑が発生した際に生じる居室者への負担を抑止できる。した
がって、部屋内に滞在している各居室者の健康を、各居室者に負担を与えることなく極め
てスムーズに管理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】健康管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】サーモパイルセンサの設置例である。
【図３】常在位置ＤＢの構成例である。
【図４】体温ＤＢの構成例である。
【図５】健康管理処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。
［健康管理システム］
　まず、図１を参照して、本実施の形態にかかる健康管理システム１について説明する。
図１は、健康管理システムの構成を示すブロック図である。
　この健康管理システム１は、監視対象となる領域である部屋ＲＭ内に設けられた複数の
サーモパイルセンサＳＰと、これらサーモパイルセンサＳＰで取得した部屋ＲＭの熱画像
から、部屋ＲＭに滞在している者、すなわち居室者の体温を検出し、得られた体温に基づ
いて居室者の健康状態を管理する健康管理装置１０とから構成されている。
【００１６】
　サーモパイルセンサＳＰは、サーモパイルと呼ばれる赤外線検出素子（熱型検出素子）
をアレイ状に複数配置した赤外線センサであり、一定の角度範囲における温度分布を検出
することができる。なお、本実施の形態では、熱画像を取得するセンサとしてサーモパイ
ルセンサＳＰを用いる場合を例として説明するが、これに限定されるものではなく、熱画
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像を取得できる、ＩｎＧａＡｓ（量子型検出素子）や、ボロメータ（熱型）などの赤外線
センサであればよい。
　図２は、サーモパイルセンサの設置例である。ここでは、部屋ＲＭを格子状に仮想的に
分割して設定したエリアＡごとに、それぞれのエリアＡの中心位置と対応する天井に、サ
ーモパイルセンサＳＰがそれぞれ設置されている。このように、複数のサーモパイルセン
サＳＰを二次元的に配置することによって、部屋ＲＭ内の温度分布を表す熱画像を取得す
ることができる。
【００１７】
［健康管理装置］
　健康管理装置１０は、全体として産業用コントローラやサーバ装置などの情報処理装置
からなり、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部１１、センサＩ／Ｆ部１２、熱画像取得部１
３、常在位置ＤＢ１４、体温ＤＢ１５、位置取得部１６、体温検出部１７、および体調異
常判定部１８が設けられている。
【００１８】
　これら機能部のうち、熱画像取得部１３、位置取得部１６、体温検出部１７、および体
調異常判定部１８は、ＣＰＵとプログラムとが協働してなる演算処理部で実現されている
。また、通信Ｉ／Ｆ部１１およびセンサＩ／Ｆ部１２は、データ通信用の回路で実現され
ており、常在位置ＤＢ１４および体温ＤＢ１５は、ハードディスクや半導体メモリなどの
記憶装置で実現されている。
【００１９】
　通信Ｉ／Ｆ部１１は、通信回線Ｌ１を介して管理装置などの外部装置（図示せず）とデ
ータ通信を行うことにより、プログラムや常在位置ＤＢ１４に登録する常在位置など処理
データの受信や、外部装置に通知する体調判定結果の送信を行う機能を有している。
　センサＩ／Ｆ部１２は、部屋ＲＭに設けられた各サーモパイルセンサＳＰと通信回線Ｌ
２を介してデータ通信を行うことにより、これらサーモパイルセンサＳＰに対する熱画像
取得指示の送信や、これに応じた各サーモパイルセンサＳＰからの熱画像の受信を行う機
能を有している。
【００２０】
　熱画像取得部１３は、センサＩ／Ｆ部１２を介して各サーモパイルセンサＳＰに定期的
に熱画像取得指示を送信することにより、これらサーモパイルセンサＳＰからの熱画像を
受信する機能を有している。
【００２１】
　常在位置ＤＢ１４は、それぞれの居室者が部屋ＲＭ内で常在する常在位置を登録するた
めのデータベースである。図３は、常在位置ＤＢの構成例である。ここでは、居室者を識
別するための居室者ＩＤごとに、対応する居室者の在室位置が登録されている。在室位置
は、熱画像の基準となる位置を原点とする２次元座標情報を用いればよい。オフィスなど
の部屋では、予め居室者の席が決定されており、居室者は席に座っている時間が長い。し
たがって、このような場合には、部屋ＲＭ内における居室者の席の位置を常在位置として
登録すればよい。
【００２２】
　体温ＤＢ１５は、それぞれの居室者の正常体温範囲や過去に検出した体温の履歴を示す
履歴体温を登録するためのデータベースである。図４は、体温ＤＢの構成例である。ここ
では、居室者を識別するための居室者ＩＤごとに、正常体温範囲と履歴体温とが登録され
ている。正常体温範囲は、各居室者の体調が正常である場合の体温範囲であり、例えば各
居室者からの申告に基づいて予め登録しておけばよい。これにより、体温の個人差に対応
でき、より正確に体調異常を判定できる。
【００２３】
　また、正常体温範囲については、居室者ごとに履歴体温を統計処理することにより算出
してもよく、各居室者からの申告と比較して、より正確に体調異常を判定できる。この際
、履歴体温として、直近の一定期間、例えば１ヶ月分の履歴温度を用いることにより、外
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気温や室内温度などの季節変動にも対応することができる。
【００２４】
　位置取得部１６は、常在位置ＤＢ１４から部屋ＲＭに滞在している居室者の在室位置を
取得する機能を有している。なお、部屋ＲＭに関する入退室を管理する入退室管理システ
ムと連携が可能である場合、この入退室管理システムから通信Ｉ／Ｆ部１１を介して取得
した入退室情報と、熱画像取得部１３により取得した熱画像とに基づいて、部屋ＲＭ内を
移動する居室者の位置を追跡することにより、居室者の在室位置を取得してもよい。これ
により、居室者が自己の席から例えば会議卓などの他の位置へ移動している場合でも、居
室者の体温を検出することができる。居室者の位置追跡手法については、特許文献２など
の公知の手法を用いればよい。
【００２５】
　体温検出部１７は、位置取得部１６で取得した居室者の在室位置に基づいて、熱画像取
得部１３で取得した部屋ＲＭの熱画像から居室者の体温を検出する機能を有している。サ
ーモパイルセンサＳＰで取得される熱画像は、各画素値がそれぞれの画素と対応する部屋
ＲＭ内の位置における温度を示している。したがって、在室位置と対応する画素値を取得
すれば、居室者の体温を検出することができる。
【００２６】
　体調異常判定部１８は、体温検出部１７で検出された居室者の体温と、体温ＤＢ１５に
登録されている正常温度範囲とを比較し、検出された体温が正常体温範囲内である場合に
は、居室者の体調異常なしと判定し、検出された体温が正常体温範囲外である場合には、
居室者の体調異常ありと判定する機能を有している。
【００２７】
　この際、正常体温範囲外であるという１回の判定で体調異常ありと判定するのではなく
、正常体温範囲外であることが規定回数以上連続した場合にのみ、居室者の体調異常あり
と判定するようにしてもよい。これにより、居室者が部屋ＲＭに入室した直後では体温が
正常であっても、入室後しばらくして体調不良により発熱するケースや、居室者が部屋Ｒ
Ｍに入室した時点では、運動直後など体調不良以外の理由によりたまたま体温が上昇して
いただけで、入室後しばらくして正常な体温に戻るケースであっても、体調異常による発
熱がどうかを正確に判定することが可能となる。
【００２８】
［本実施の形態の動作］
　次に、図５を参照して、本実施の形態にかかる健康管理システム１の動作について説明
する。図５は、健康管理処理を示すフローチャートである。
　健康管理装置１０は、周期的に図５の健康管理処理を実行する。ここでは、常在位置Ｄ
Ｂ１４を用いて各居室者の在室位置を特定する場合を例として説明するが、これに限定さ
れるものではなく、前述したように入退室管理システムと連携して、各居室者の在室位置
を追跡するようにしてもよい。
【００２９】
　まず、熱画像取得部１３は、センサＩ／Ｆ部１２を介して各サーモパイルセンサＳＰか
らの熱画像を取得し（ステップ１００）、これと前後して、位置取得部１６は、常在位置
ＤＢ１４から部屋ＲＭに滞在している各居室者の在室位置を取得する（ステップ１０１）
。
　続いて、体温検出部１７は、位置取得部１６で取得した各居室者の在室位置に基づいて
、熱画像取得部１３で取得した部屋ＲＭの熱画像から各居室者の体温を検出する（ステッ
プ１０２）。
【００３０】
　この後、体調異常判定部１８は、体温検出部１７で検出された居室者の検出体温と、体
温ＤＢ１５に登録されている居室者の正常温度範囲とを比較する（ステップ１０３）。
　ここで、検出体温が正常体温範囲内である場合（ステップ１０４：ＹＥＳ）、体調異常
判定部１８は、居室者の体調異常なしと判定し（ステップ１０５）、正常範囲外判定の回
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数Ｎを初期化（Ｎ＝０）した後（ステップ１０６）、一連の健康管理処理を終了する。
【００３１】
　一方、検出体温が正常体温範囲外である場合（ステップ１０４：ＮＯ）、体調異常判定
部１８は、正常範囲外判定の回数Ｎをインクリメント（Ｎ＝Ｎ＋１）した後（ステップ１
０７）、正常体温範囲外判定が規定回数以上連続したか確認する（ステップ１０８）。
　ここで、正常体温範囲外判定が規定回数以上連続していない場合（ステップ１０８：Ｎ
Ｏ）、ステップ１０５に移行して居室者の体調異常なしと判定する。
【００３２】
　また、正常体温範囲外判定が規定回数以上連続している場合（ステップ１０８：ＹＥＳ
）、体調異常判定部１８は、居室者の体調異常ありと判定し（ステップ１０９）、通信Ｉ
／Ｆ部１１から通信回線Ｌ１を介して予め設定されている外部装置へ、居室者の体調異常
発生を通知し（ステップ１１０）、一連の健康管理処理を終了する。
【００３３】
　このようにして、健康管理装置１０は、部屋ＲＭ内に滞在している居室者ごとに、ステ
ップ１０３～ステップ１０８を繰り返し実行することにより、各居室者の体調異常有無を
判定する。
【００３４】
　体調異常有無判定処理の対象となる居室者が部屋ＲＭに滞在しているかについては、例
えばステップ１０２において、各居室者の在室位置において予め設定されている人温度範
囲内の体温が検出された場合に、居室者が部屋ＲＭに滞在していると判定すればよい。ま
た、人温度範囲外の体温が検出された場合には、居室者が部屋ＲＭに滞在しておらず、処
理対象から除外すればよい。
【００３５】
　なお、部屋ＲＭに関する入退室を管理する入退室管理システムと連携が可能である場合
、この入退室管理システムから通信Ｉ／Ｆ部１１を介して取得した入退室情報に基づいて
、どの居室者が部屋ＲＭに滞在しているかを特定してもよい。
【００３６】
［本実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態は、熱画像取得部１３がサーモパイルセンサＳＰから熱画像
を取得するとともに、位置取得部１６が部屋ＲＭに滞在している居室者の在室位置を取得
し、体温検出部１７が在室位置に基づいて熱画像から居室者の体温を検出し、体調異常判
定部１８が体温に基づいて居室者の体調異常の有無を判定するようにしたものである。
　これにより、体温を測定するために居室者がゲートを通り抜ける必要がなくなるため、
ゲートに人が集中して混雑が発生した際に生じる居室者への負担を抑止できる。したがっ
て、部屋ＲＭ内に滞在している各居室者の健康を、各居室者に負担を与えることなく極め
てスムーズに管理することが可能となる。
【００３７】
　また、本実施の形態において、部屋ＲＭ内で居室者が常在する常在位置が予め登録され
ている常在位置ＤＢ１４をさらに備え、位置取得部１６が、常在位置ＤＢ１４に登録され
ている居室者の常在位置を在室位置として取得するようにしてもよい。これにより、極め
て簡素な構成で居室者の在室位置を特定できる。
【００３８】
　また、本実施の形態において、部屋ＲＭに関する入退室を管理する入退室管理システム
から取得した入退室情報と熱画像とに基づいて、部屋ＲＭ内を移動する居室者の位置を追
跡することにより、居室者の在室位置を取得するようにしてもよい。これにより、居室者
が自己の席から例えば会議卓などの他の位置へ移動している場合でも、居室者の体温を検
出することができる。
【００３９】
　また、本実施の形態において、体調異常判定部１８が、体調異常の有無を判定する際、
検出した居室者の体温と予め居室者ごとに設定されている正常体温範囲とを比較し、体温
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が正常体温範囲外である場合には、居室者の体調異常ありと判定するようにしてもよい。
これにより、体温の個人差に対応でき、より正確に体調異常を判定できる。
【００４０】
　また、本実施の形態において、体調異常判定部１８が、体調異常の有無を判定する際、
検出した居室者の体温と予め設定されている正常体温範囲とを比較し、体温が正常体温範
囲外であることが規定回数以上連続した場合には、居室者の体調異常ありと判定するよう
にしてもよい。これにより、居室者が部屋ＲＭに入室した時点では、運動直後など体調不
良以外の理由によりたまたま体温が上昇していただけで、入室後しばらくして正常な体温
に戻るケースであっても、体調異常による発熱かどうかを正確に判定することが可能とな
る。
　また、健康管理装置１０は、周期的に図５の健康管理処理を実行するように構成してい
るため、居室者が部屋ＲＭに入室した直後では体温が正常で、入室後しばらくして体調不
良により発熱するケースであっても、居室者が発熱したことを正確に判定することが可能
となる。
【００４１】
　また、本実施の形態において、過去に検出した居室者の履歴体温を記憶する体温ＤＢ１
５をさらに備え、体調異常判定部１８が、体温ＤＢ１５から取得した居室者の履歴体温を
統計処理することにより居室者に関する正常体温範囲を算出するようにしてもよい。これ
により、各居室者からの申告と比較して、より正確に体調異常を判定でき、統計処理対象
とする履歴体温の期間を、例えば直近の一定期間とすることにより、外気温や室内温度な
どの季節変動にも対応することができる。
【００４２】
［実施の形態の拡張］
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解しうる様々な
変更をすることができる。また、各実施形態については、矛盾しない範囲で任意に組み合
わせて実施することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１…健康管理システム、１０…健康管理装置、１１…通信Ｉ／Ｆ部、１２…センサＩ／
Ｆ部、１３…熱画像取得部、１４…常在位置ＤＢ、１５…体温ＤＢ、１６…位置取得部、
１７…体温検出部、１８…体調異常判定部、ＳＰ…サーモパイルセンサ、ＲＭ…部屋、Ａ
…エリア、Ｌ１，Ｌ２…通信回線。
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